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平成１７年１１月２９日 

各  位 

（東京本社）東京都渋谷区渋谷一丁目２番５号

株式会社サンエー・インターナショナル 

（コード番号：３６０５） 

問 合せ先 経営企画部広報課  

 ℡．０３－５４６７－９９１０ 

 
ストックオプション（新株予約権）の発行内容等に関するお知らせ 

 
 平成１７年１１月２９日開催の当社取締役会において、商法第２８０条ノ２０及び第２８０条ノ２１

の規定並びに平成１７年１１月２９日開催の当社第５６期定時株主総会決議に基づき発行する

新株予約権の内容につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

１． 新株予約権の発行日 平成 17 年 12 月 16 日 

２． 新株予約権の発行数 1,992 個 

（新株予約権１個当たりの株式数 100 株） 

３． 新株予約権の発行価額 無償とする 

４． 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 199,200 株 

５． 新株予約権の行使により発行する株式 

の発行価額の総額 

未定（注） 

６． 新株予約権の行使期間 平成 19 年 12 月 1 日から 

平成 22 年 11 月 30 日まで 

７． 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時点においても、当社の取締役及び従

業員、当社子会社の取締役及び従業員、並びに社外協力者の他これに準ずる地位

にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ず

る正当な理由がある場合はこの限りではない。 
② 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、相続人は、これを行使すること

はできない。 
③ 新株予約権の一部行使はできない。 

④ その他の条件については、対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に

定めるところによる。 
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８． 新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価額のうちの資本組 

入額 

 

発行価額（未定（注））に 0.5 を乗じた金

額とし、計算の結果１円未満の端数を生

じる場合は、その端数を切り上げた額と

する。 

 
９． 新株予約権の割当対象者 当社取締役及び従業員、当社子会社の取

締役及び従業員の合計276名 

 

（注）新株予約権の１個当たりの払込金額（権利行使価額）は以下の通り決定されますので、

現時点では未定となっております。 

 

  １株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の終値（取引が成立しない場合はそれ

に先立つ直近日の終値）とする。 

 

以 上 


